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【教職員課】

１ 子どもの学びを支える魅力ある学校づくりを推進します

教職員の資質の向上

教職員給与費

〇支給対象

・県立中学校、高等学校、特別支援学校の教職員

・市町立小・中学校県費負担教職員

   〇義務教育費国庫負担制度

・義務教育費国庫負担法に基づき、教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため

に、義務教育に係る教職員の人件費について、その3分の1を国が負担する。

学校事務職員研修費 (３，２８１千円)

学校事務職員の資質の向上及び幅広い視野を持った人材の育成を図るため、経験年数等

   に応じた研修会を実施する。また、学校事務職員が行う自主的研修を支援することにより、

自己啓発の促進及び意識の高揚を図る。

（１）研修会の開催・・・新採研修、事務職員２年目・１０年・２０年経過研修等

  （２）自主的研修会への支援・・・市町立学校 ７地区、県立学校 １グループ

事務・現業業務職員等経費 （４９２，５５９千円）

〇県立高等学校及び特別支援学校における事務・現業業務を担う会計年度任用職員を

配置する。また、県立学校の環境整備等にかかる経費を措置する。


